
公 安 委 員 会 国家公安委員会の権限に属する事項の 令和２年１月９日

説明資料No. 専 決 区 分 の 整 理 （ 案 ） に つ い て 長 官 官 房

昨年中に施行された法律等に規定された国家公安委員会の権限に属する事

項（内閣総理大臣の権限に属する事項で国家公安委員会において専決処理す

ることとされたものを含む。）のうち、一定のものを次のとおり警察庁にお

いて専決処理する事項とする。

○ 国家公安委員会の決裁が必要な事項

【判断基準】

・ 警察業務に係る各種基準・計画の策定等（専門的・技術的事項のみを

定めるものを除く。）

・ 所管法人の指導監督に係る特に重要な処分

・ その他特に高度な判断を要する処分

【具体例】

・ 出入国管理及び難民認定法第２条の４第３項に基づく分野別運用方針

の策定に係る関係行政機関の長への協議

・ 産業標準の制定

○ 警察庁において専決処理する事項

【判断基準】

・ 警察業務に係る各種基準・計画の策定等（専門的・技術的事項のみを

定めるものに限る。）

・ 法令上その要件が明確になっている指定、命令等

・ 専門的・技術的事項に係る他機関との協議

・ その他軽易なもの（事実の確認、公表、証明等）

【具体例】

・ 道路交通法施行規則第39条の２の２第１項に基づく原動機を用いる軽

車両の型式の認定

・ 中小企業等経営強化法第８条第３項に基づく社外高度人材活用新事業

分野開拓計画の認定

・ 行政不服審査法第45条第２項に基づく裁決であって、情報公開・個人

情報保護審査会の答申を受けて行うもの（主文が諮問の理由及び答申書

と同じ内容である場合に限る。）
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公 安 委 員 会 分裂した山口組の最近の情勢と 令和２年１月９日

説明資料№ 対策について 刑 事 局

１ 概要

六代目山口組と神戸山口組に関連して、最近、凶器を使用した殺傷事件

が続発している状況を受けて、兵庫県を始めとする６府県の公安委員会が

両団体を「特定抗争指定暴力団等」として指定することを決定。本年１月

７日、官報公示（効力の発生）。

２ 指定の内容

(1) 指定に係る指定暴力団

六代目山口組（主たる事務所 兵庫県神戸市 代表者 篠田建市）

神戸山口組 （主たる事務所 兵庫県神戸市 代表者 井上邦雄）

(2) 警戒区域

岐阜県：岐阜市の区域

愛知県：名古屋市の区域

三重県：桑名市の区域

京都府：京都市の区域

大阪府：大阪市及び豊中市の区域

兵庫県：神戸市、姫路市、尼崎市及び淡路市の区域(島しょ部(架橋等

により本土との陸上交通が確保された島を除く。)の区域を除く。)

(3) 指定の期限

令和２年４月６日まで（３か月）

(4) 指定に伴う規制

警戒区域内において、

・ 事務所の新設

・ 対立組織の組員に対するつきまとい

・ 対立組織の組員宅、事務所付近のうろつき

・ 多数での集合

・ 事務所への立入り

等の行為が直罰をもって禁止される。

（３年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科）

３ 今後の対応方針

暴力団対策法の効果的な活用を含め、両団体の取締りや必要な警戒を実施。
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公 安 委 員 会 令 和 ２ 年 １ 月 ９ 日
令和元年中の交通事故死者数について

説明資料№ 交 通 局

１．令和元年中の交通事故死者数（24時間以内）

3,215人（前年比－317人、－9.0％）

昨年、一昨年に続き、昭和24年を下回り、警察庁が保有する昭和23年以

降の統計で最少（昭和45年のピーク時の1/5以下）となった。

２．交通事故死者数の推移（昭和23年～令和元年）

３．月別交通事故死者数の推移（平成21年～令和元年）
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死者数(人口10万人当たり)

（人）

（年）注：昭和46年以前は、沖縄県を含まない。

昭和23年

3,848人

昭和24年

3,790人

昭和45年 16,765人
(人口10万人当たり 16.33人) 平成4年

11,452人 令和元年 3,215人
(人口10万人当たり 2.54人)

平成30年

3,532人

令和元

（人）

月 年 間
年 合 計

384 364 387 357 406 354 381 440 407 468 489 542 4,979 -230
393 354 368 356 380 357 409 438 415 469 426 583 4,948 -31
333 363 383 378 346 347 365 410 378 472 431 485 4,691 -257
326 325 342 341 310 302 347 392 373 440 435 505 4,438 -253
347 339 334 345 332 314 332 374 366 381 432 492 4,388 -50
355 307 311 313 322 317 325 301 345 400 377 440 4,113 -275
346 308 317 320 314 287 333 340 339 391 379 443 4,117 4
349 261 321 309 323 264 294 328 309 376 350 420 3,904 -213
282 288 303 244 282 276 314 310 299 343 372 381 3,694 -210
318 245 282 270 253 235 280 296 279 338 326 410 3,532 -162
265 210 261 266 210 206 229 278 293 313 328 356 3,215 -317

増減数 -53 -35 -21 -4 -43 -29 -51 -18 14 -25 2 -54 -317
増減率 -16.7 -14.3 -7.4 -1.5 -17.0 -12.3 -18.2 -6.1 5.0 -7.4 0.6 -13.2 -9.0

8.5 7.5 8.4 8.9 6.8 6.9 7.4 9.0 9.8 10.1 10.9 11.5 8.8

注　増減数（率）は、前年と比較した値である。
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